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本号の内容 
１ 巻頭言 
２ 自治体短信 道央圏情報交換会 
       （ネットワークづくり） 
３ 自治体短信 神奈川県藤沢市 
       （3 事業一体的実施） 
４ 自治体短信 福岡県中間市 

（3 事業一体的実施） 
５ 本号で紹介した資料等について 

 

 
 
 
 
 

                        

 

 

今回の生活困窮者自立支援法の改正で、「都道府

県の市等の職員に対する研修等事業」を努力義務化

しましたが、そのメニューの一つに、「市域を越えた

ネットワークづくり」があります。 

 これは、生活困窮者が有する複雑かつ複合的な課

題の解決に当たっては、市域を越えて、経験豊富な

支援員へ相談を行ったり、ケース検討を行う場やネ

ットワークを作っていくことを念頭に置いたもの

です。みなさんの中には、同県内はもちろん、隣の

自治体さえ、どのような困窮者支援を実施している

のか全く知らない、という方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか。自分の自治体内だけでは、なかな

か見えなかった課題解決のヒントや取組の方法が、

同じ仕事に携わっている他の自治体の仲間から得

られたり、思いや悩みを共有できたりする。そのた

めのネットワークづくりです。 

 既に、生活困窮者自立支援に関わる機関・団体等

による支援者ネットワークが各地で発足しており、

ケース検討、スーパーバイズ、相談員同士の「横の

つながり」づくりや資源の共有等の多様な取組が、

主に都道府県単位で進んでいます。 

 これらの中には、就労や家計改善等、分野を絞っ

た取組も見られます。また、生活困窮者支援以外の 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野とのネットワークづくりや、相談員への助言に

特化した事業も見られるところです。 

 このような取組の背景には、生活困窮者自立支援

制度に従事する支援員が、支援現場において様々な

課題を抱える生活困窮者と向き合う中で、その解決

方法を仲間と共有したい、解決方法を導き出したい

という熱い思いが存在します。 

 今号では、全国のネットワークづくりの取組の中

から事例を取り上げて、みなさんにご紹介するとと

もに、引き続き 3 事業一体的実施の取組をご紹介し

ます。                                      
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（毎回恒例集合写真 ＠岩見沢） 

 

１．はじめに 
ご存知の通り、北海道は日本の約 2 割という広大な面

積です。その面積ゆえ、道内の担当者が一堂に集うとい

う機会を創出することは難しく、平成 27 年度末の時点

では担当者間のネットワークに広がりを欠いていた状況

がありました。 

北海道を大きく分割すると、「道央」「道南」「道東」「道

北」の 4 ブロックに分けることができるのですが、「道

央」ブロックの担当者有志がネットワークづくりに着手

し、徐々に全道へ波及する動きが生まれています。今回、

北海道における担当者間のネットワークづくりについ

て紹介します。 

 

２．立ち上げに至る経緯 

道央圏は、札幌市を中心とした人口が集中している地

域であり、社会資源はある程度充実しています。しかし、

札幌市周辺自治体においては、支援に係る社会資源等も

札幌市に依存している傾向も見られ、不足する支援体制

をどのように充足していくのかという課題がありまし

た。そこで、対応策を検討するため、近隣市町村の取り

組みを学ぼうと考えた江別市「くらしサポートセンター

えべつ」と岩見沢市「岩見沢市サポートセンターりんく」

は合同で勉強会を開催しました。その際、受理する相談

項目の割合が全く異な 

 

 

 

 

 

 

 

項目の割合が全く異なる・市内に有する社会資源には大

きな違いがあるなど、隣接する自治体同士でも、課題が

同一ではないことに気づきました。そのため、近隣自治

体の取り組みを学び、互いに参考にする事を目的に、情

報交換会を開催することとなりました。 

 

３．道央圏情報交換会のあゆみ 
開催の呼びかけをした経緯から、第１回目は江別市で

開催する事となりました（H28 年 6 月）。札幌市周辺自

治体担当者に呼び掛けたところ、13 機関から 19 名が参

加され、各自治体での実践内容や担当者の悩みを共有し

ました。会の後半に、参加者から今後も会を継続してい

くべきとの声があがり、また開催地に偏りが生じないよ

う、幹事をリレーしていくことが決定しました。 

転機となったのは、第 3 回の小樽市開催でした。幹事

の小樽市より北海道の生活困窮者自立支援事業担当・地

域福祉課地域福祉グループへ参画を相談したところ、快

諾していただくことができました。第 3 回目より、道よ

り道内全自治体へ開催を周知して頂き、道内どの地域か

らでも参加が可能となりました。そして、直前に行われ

ていた北海道・東北ブロック会議の内容を、当日に伝達

して頂きました。 

その結果、稚内市や網走市、北斗市など、片道 5 時間

の距離からも参加者が見えられました。北海道中から担

当者が集まった事で、都市部の課題・過疎地の課題・基

幹産業の違い・先駆的な取り組みなどを知ることができ、

同時に単一自治体での支援体制にはやはり限界がある

と感じました。その為、近隣自治体間の相互補完関係を

築いていく事が必要ではないかとの結論になりました。

また、この会より「道央圏（+全道）」と名付け、今年度

もその名称は継続しています。第 3 回以降、道から道内

自治体へ周知して頂く流れが確立しました。 

自治体短信 このコーナーでは、自治体の取組など自治体の「いま」をお伝えします。 

北海道における、広域ネットワーク形成に向けて 
      ～”道央圏情報交換会”の立ち上げとその広がりについて～ 
 

道央圏生活困窮者自立支援事業担当者情報交換会メンバー一同 



その後開催された苫小牧市では約 80 名、岩見沢市で

は約 50 名が参加され、各地で趣向を凝らした学習機会・

交流機会が展開されています（別表・写真参照）。 

 
回 開催地 内容 人数

第１回 江別市 実践報告・情報交換 19

第２回 札幌市 実践報告・情報交換 29
第３回 小樽市 課題別対応策検討 38
第４回 苫小牧市 野中式事例検討 82
第５回 岩見沢市 法改正について 53
第６回 千歳市 来年度予定地  

（表：過去の開催状況） 

 

 
（野中式事例検討会 ＠苫小牧） 

 
４．成果と展望 

相談者が転出する際に、転出先の窓口を紹介したり、

事業担当者から介入方法について相談を受けた際に専

門機関を紹介しあうなど、担当者間の「顔の見える関係」

が構築されつつあります。自立相談支援事業が直営の自

治体においては、特に職員の異動の多さが課題のひとつ

になっていますが、この会が発足してからは（特に職員

異動直後に）近隣自治体間で相談や問い合わせが活発に 

内閣府のパーソナル・サポート・サービスモデル事

業から現在の生活困窮者自立支援制度まで、そして、現

場から現在在籍している生活困窮者自立支援室まで、９

年間にわたって様々な立場でこの制度に関わってきま

した。この間、自治体やその現場さらには他職種の方か

ら多くの事業や支援についての学びを得ることができ

ました。この北海道の取り組みのような広域的な交流・

研修のために、法第７条第２項第３号に基づく事業（そ

の他事業）や都道府県による市町村支援事業があります

ので、積極的に事業化して交流・研修をする場を設けて

参加しましょう。 

なってきていると伺っています。生活困窮者自立支援事

業において、担当者は様々な相談を受理し、対応します。

その為、”担当者自身が孤立してしまわないこと”はとて

も重要なポイントであると考えています。 

また、この会を基盤にしたネットワークの広がりが、

就労準備支援事業や一時生活支援事業など任意事業広

域実施への萌芽となることを願っています。 

     （懇親会では忍者が登場 ＠岩見沢）  
 
５．おわりに 
この度、ニュースレターに寄稿させて頂きましたが、

振り返るとこの会は、生活困窮者自立支援制度における、

道と市町村協働のシンボルであるように思います。担当

者間の有機的なつながりを、道が後押しをする。まさし

く”チーム北海道”として、生活困窮者自立支援事業担当

者間はもちろん、法改正を踏まえ各専門機関等との連携

体制推進を一丸となって取り組んでいきたいと思いま

す。  

 

 

ところで、私がこのような交流の場で得た気づき

は、多くの仲間がいて、同じようなことで悩んでいる

が、時にはヒントを持っている人がいる。例えば、「地

域づくりは個別支援からでもつくることができる。」や

「田舎であっても地域資源はある。」と言ったことや、

「対象者の尊厳を守るとはどういうことなのか。」や

「個人情報保護法とのつきあい方。」など色々ありま

す。ただ、具体的な内容をお伝えすることは、文字数

の関係から叶いませんが、皆様も学ぶことを意識して

多くの人と交流していれば、私に気づきを与えてくれ

た人たちと巡り会えるかも･･･。                                                                             

厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

生活困窮者自立支援室 相談支援係主査 藤村 貴俊 広域ネットワークによる交流について 



 

 
 
                    

 
 
 
１．藤沢市の概要 

藤沢市は、相模湾に面し、富士・箱根・丹沢の山なみを望む

気候温暖な自然環境に恵まれたまちです。都心から 50 キロ圏

内に位置し、JR 東海道線、小田急江ノ島線、江ノ島電鉄線、湘

南モノレール、相鉄いずみ野線、横浜市営地下鉄ブルーライン

が乗り入れるなど交通にも大変恵まれています。南北に長い地

形で市内を 13 地区の生活圏域に区分しており、総面積は

69.57ｋ㎡です。人口は 43 万人を超え、保護率は 12.6‰とな

っています。江の島、湘南海岸を有する観光都市で、2020 年

に開催される東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会ではセーリング競技が 1964 年大会に続き、再び江の島（湘

南港）で開催されます。 

 
         （江ノ島と富士山） 
 
２．生活困窮者自立支援事業の実施体制の拡充 

藤沢市では、モデル実施として平成 26 年 11 月から必須事

業の自立相談支援事業を市の直営（主任相談支援員 1 名、相談

支援員 1 名、就労支援員 1 名）で、任意事業の就労準備支援事

業（一般社団法人・社会福祉法人の共同事業体）、家計相談支

援事業（特定非営利活動法人）、子どもの学習支援事業（2 か

所）（特定非営利活動法人 2 事業所）を委託事業として開始し

ています。 

平成 28 年 4 月には、直営の相談支援員 1 名を増員し、北部

エリアの“地域”の担当者として位置づけるとともに、自立相談

支援事業の一部を社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会（以下市

社協）に委託し、この事業の一環としてコミュニティソーシャ 

 

 

 

ルワーカー（以下 CSW）を鵠沼・六会・湘南大庭の 3 地区に

モデル配置しました。このことにより、市民に身近な地域での

ネットワークの形成ができるようになったことで、市社協で行

っている事業（貸付事業や権利擁護事業、ボランティアセンタ

ーなど）ともスムーズな連携ができるようになったため、生活

困窮者を早期に支援につなげる体制整備や生活困窮者支援に

おいて必要な社会資源の開発など重層的な検討が可能となり、

農福連携事業（食材の提供）など行うことができました。また、

子どもの学習環境の充実を目的に学習支援事業所（特定非営利

活動法人）を新たに 1 か所増設しました。 

さらに、平成 29 年 4 月の組織改正では、地域づくりをキー

ワードとして、福祉部・保健医療部・市民自治部の 3 部 7 課

で行われていた業務を集約・再編し、藤沢型地域包括ケアシス

テム（高齢者のみならず誰もが住み慣れた地域で、その人らし

く安心して暮らし続けることができるよう、各地区の特性を生

かし、本人の状態に応じた支援を身近な地域で確実に受けるこ

とができる体制づくり）の推進を図るための組織とするため、

包括的な相談支援と地域づくりを一体的に行えるような体制

となっています。 

また、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業

（当時は「我がこと・丸ごと」の地域づくり推進事業）の地域

力強化推進事業と多機関の協働による包括的支援体制構築事

業、地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり

事業を市社協に委託し、村岡・長後の 2 地区に CSW の配置を

拡充しました。さらに、平成 29 年 6 月には市の相談支援機能

の強化として湘南台文化センターに北部福祉総合相談室を開

設し、自立相談支援事業の相談支援員 1 名、就労支援員 1 名

を配置し、同じフロアに設置した地域包括支援センター、障が

い者相談支援事業所、外国人相談窓口や、また同文化センター

内の子育て支援センターとも、分野横断的に連携することで、

一体的な相談支援が行えるよう北部地区の相談拠点の整備を

行いました。 

平成 30 年 4 月には辻堂・善行・御所見の 3 地区に CSW を

配置したことにより 8 地区まで拡充することができました。

今後も順次 CSW の配置拡充について関係機関と検討・協議し

ながら、13 地区をカバーできる体制の整備を進めていきます。 

神奈川県藤沢市の「いま」 ～困窮者支援を通じた地域づくり～ 

藤沢市 福祉健康部 地域包括ケアシステム推進室 

「バックアップふじさわ」 相談支援員 小林 裕樹 

自治体短信 このコーナーでは、自治体の取組など自治体の「いま」をお伝えします。 



 
（平成30年度 藤沢市における生活困窮者自立支援実施体制） 

 
３．対象者支援による３事業（自立相談・就労準備・家計

改善）連携の取り組み 
自立相談支援事業の相談支援員が課題を対象者と一緒に整

理し、その問題を可視化することによって対象者本人が把握で

きるように支援を行っています。その中で、我々が支援者の視

点で考えた問題の解決を図るのではなく、あくまでも対象者が

どの問題を優先的に解決したいのかによって、対応すべき課題

を整理しながら計画を立て、必要な関係機関と連携しながら、

支援を組み立てています。 

支援を行う上で「就職したい」という相談であっても、すぐ

に「就労」を目指すことが難しく、ある程度準備が必要である

内容や、収支のバランスが悪く、滞納や借金があり生活がうま

く回っていないなど、「家計」に問題のある相談内容である場

合、就労準備支援事業や家計改善支援事業などを紹介し、対象

者の状況に応じて、それぞれ委託事業の相談員と一緒に面談を

行っています。自立相談支援員と就労準備支援員、家計改善支

援員が一体的に支援を行うことで、対象者に対して重層的な支

援を提供することができ、また関わりの中から新たな課題が見

つかれば、必要に応じて各事業所間（自立・就労準備・家計改

善）でその都度情報共有を密に行い、総合的なオーダーメイド

型の支援を柔軟に提供できるようにしています。 

また、市が直営で自立相談支援事業を担うことによって、委

託事業者（自立相談支援事業所、就労準備支援事業所、家計改

善支援事業所、子どもの学習支援事業所）と同じスタンスで支

援について検討することができる

ため、一方的な縦の関係（委託と受

託）ではなく、それぞれの得意分野

を生かした総合的な支援が可能に

なると感じています。  

支援調整会議（藤沢市の場合は基

本的に毎月 1 回定期開催）について

は、各委託事業者も構成員となって 

おり、支援の確認・決定・継続・終結の議論を行っています。

自立相談支援事業所（直営・委託）の相談支援員から検討する

ケースの概要を報告し、委託事業を利用している場合は関わり

のある事業者からも補足説明を行います。また、直接関わりの

ない事業者からも、それぞれの視点からの意見交換することで、

新たな支援の方向性を見出すきっかけにもなっています。そし

て、新たな社会資源の開発などに関しては、市を含めた各事業

所が、それぞれ日頃の関わりのなかで必要であると思っている

ことや活動の中で作り上げていったことについて話し合うこ

とから広がり、新たな取り組みが生まれる場合もあります（下

図参照）。 

そのため、支援調整会議は個別ケースの検討だけでなく、新

たな社会資源の開発、それぞれ事業所間の情報共有の場として

の役割もあり、行政と委託事業者が一体となって「生活困窮者」

の支援を総合的に検討できる場となっています。 

（農福連携事業〈食材の提供〉から就農に向けた連携への発展） 
 
４．おわりに 
 このように行政が責任をもって事業にかかわることで、他人

ごと（委託事業者への丸投げ）にならず、委託事業者を孤立さ

せない状況を作ることができていると考えています。相談内容

は複雑かつ多岐に渡るため、とても支援者だけで支えられるも

のではなく、行政と委託事業者・関係機関が協力し、支援者が

孤立しない状況を作っていくこと、お互いが一緒に考えること

ができるようにしていくことが重要であると考えます。 

行政だけではできないことは多くあり、また委託事業者・関

係機関だけでもできないことも多くあります。お互いが得意と

していることを出し合うことで制度と制度の隙間を少しでも

縮めることができ、生活困窮世帯への支援の輪を少しずつ広げ

ていくことができればと思っています。  

                                                                                                      

藤沢市マスコットキャラクター 
「ふじキュン♡」 



 
 

 
                    

１．中間市の概要 
中間市は福岡県の北部に位置しています。面積は

15.96 平方キロメートル、広ぼうは東西 6.98 キロメー

トル、南北 4.45 キロメートルの、コンパクトシティー

です。市の中央を南北に一級河川である遠賀川が流れて

おり、世界文化遺産に認定された「遠賀川水源地ポンプ

室」など、江戸時代から明治時代にかけた近代産業遺産

が数多く存在します。2018 年３月末現在、人口 41,997

人、20,332 世帯、高齢化率 36.6%、生活保護受給率

31.8‰、就学援助率 31.5%、児童扶養手当受給者数 573

世帯です。 

（中間市市民生活相談センターのみなさん） 

 

２．生活困窮者自立支援事業の実施体制 
就労準備支援と家計改善支援をセットで実施してい

る自治体が約 40％に留まるなか、中間市は 2015 年の

制度施行当初から実施しています。2016 年６月からは

子どもの学習支援事業も実施しています。2018 年度予

算は、４事業あわせて約 2,300 万円、全事業を認定特定

非営利活動法人抱樸が受託しています。市民生活相談セ

ンター（以下「センター」という。）は、市役所から徒歩

２分の民間の賃貸物件にあります。支援員は常勤４人、

保有資格は社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、 

保育士などです。支援員の職歴の分野としては、ホーム

レス、発達障害、児童養護、更生保護、医療、被災者支

援など、社会福祉関係の多様な分野で経験を積んできて

います。 

 
（市民生活相談センター内観） 

 

３．支援の工夫 
制度施行３年目の2017 年度は新規相談受付件数で全

国３位の実績を収めました（人口 10 万人あたり換算）。

2015 年４月から 2018 年９月末までに、794 件の新規

相談を受け、220 件のプラン作成となっています。小規

模な自治体で、このような高い実績を収めることができ

ている理由として、以下のような工夫があります。 

①スキーム（実施体制）の工夫 

スキームの工夫として以下の３点があります。第１に、

相談の入口機能を担う自立相談支援事業だけでなく、具

体的な解決に向けた出口機能となる任意事業が必要で

あると判断し、制度施行当初から就労準備支援事業と家

計改善支援事業を実施したことです。 

第２に、抱樸が４事業全てを受託していることです。

タイムラグのない情報共有や、見立て・支援方針の一致

が可能となり、スピーディーでトータルな支援が可能と

なっています。 

福岡県中間市の「いま」 ～伴走支援による 4事業の一体的な運用から～ 

中間市 保健福祉部福祉支援課福祉政策係 

市民生活相談センター センター長･主任相談支援員 中間あやみ 

自治体短信 このコーナーでは、自治体の取組など自治体の「いま」をお伝えします。 



最後に、手厚い人員配置体制が整えられているとい

う点です。常勤職員を４名配置し、事業別の担当制を

設けないように事業デザインを設計することによって、

アウトリーチや同行支援が可能となり、相談者のニー

ズに応じた柔軟な対応ができています。 

②支援内容の工夫 

第１に、積極的なアウトリーチを実施することで新

規相談者を確保しています。特に行政や関係機関に対

しては、積極的に出向いていき、センターの説明をし

たり、パンフレットを設置したりして、お互いに顔が

みえ、考え方が分かり、相談・協力をしあえる関係を

築くようにしています。小規模な自治体のため、行政

や関係機関が困っている市民のことを把握しているこ

とも多く、単一部署では問題解決できないケースを積

極的にセンターに繋いでもらうような体制作りや、ケ

ースごとの役割分担、チーム作りができており、実際

2017 年度は新規相談者のうち約３分の１が「行政か

らの紹介」となっています。その他、定期的に市報へ

の事例掲載や、市内の集まりに参加しています。 

第２に、相談者を「断らない・関わり続ける」という

伴走支援の視点を大切にしています。相談者の主訴と問

題の本質は一致しないことが多く、初回の面談だけでは

全体像の把握が難しいため、インテーク・アセスメント

は丁寧に時間をかけて行っています。相談者をとりまく

環境を把握し、問題の背景や本質を理解したうえで、継

続的に支援をすることを心がけています。 

第３に、積極的に同行支援を行っています。センター

では、相談者自身でできることは行ってもらいつつ、窓

口等への同行支援も積極的に行っています。同行するこ

とで、時間や場所を変えてアセスメントができるため、

相談者の長所や考え方等について知ることができ、アセ

スメントが深まる利点があります。そして何よりも相談

者との信頼関係構築の一助となる場合が多いです。 

第４に、相談者のフォローアップの一環として定期連

絡をしています。過去に相談歴のある相談者やプランを

終結した相談者が、再び相談に来所することも増えまし

た。これまでの相談歴のある相談者を毎月定期的に抽出

し電話連絡や自宅訪問などをし、現況確認をすることで

第二・第三の危機に備えた早期介入ができるようにして

います。このように伴走的に関わり続けることによって、 

過去、センターに繋がった相談者に対し早期的かつ予防

的に支援ができます。伴走支援とは、問題解決に限定し

た介入ではなく、日常的な存在として相談者の傍らに居

続けるということが大事だと考えています。 

最後に、「急がば回れ式」の伴走支援をしています。相

談者の中には、支援を拒否したり、困り感が低かったり

することもあります。そのような場合、センターでは、

問題の本質ではなくても、相談者が少し困っていると感

じている身近なことから一緒に関わっていき、最終的に

は問題の本質を解決するというアプローチの方法をと

っています。遠回りにみえるかもしれませんが、支援を

拒否する感情の解消や、困り感がピークに達するまで待

つよりは、結果的に早期に問題の本質への介入に繋がる

場合が多いです。多少の手間や時間がかかったとしても、

伴走をしながら一緒に回り道をしながらつなぎ・戻しを

することで、結果的には問題の本質の介入へ早期にたど

り着くことができます。これをセンターでは「急がば回

れ式」と呼んでおり、伴走支援のスタンスとして重視し

ています。 

 
（市報への掲載） 

 
４．３事業連携の取り組み 
① 就労準備支援事業 

 自立相談支援事業で面談を重ねていき、相談者の利用

意志を確認できたら、就労準備支援事業を開始します。

長期離職状態の方、ひきこもり状態の方などを対象に、

日常生活自立、社会生活自立、就労自立の形成を目指し

ています。プログラムは利用者の特性や興味・関心によ

ってオーダーメイド式に毎月作成をしますが、個人での

参加に慣れた後に集団のプログラムへ参加を促してい

きます。抱樸として企業開拓をした就労体験先は 30 社 

 



あり、１日から数か月と受け入れをしていただいていま

す。利用者の希望職種や立地によって組み立てていきま

す。センターが無料職業紹介事業も行っているので、企

業と利用者のマッチングをすることも可能です。2017

年度は５名が利用し、うち４名が現在も就労継続してい

ます。 

② 家計改善支援事業 

新規相談者のほぼ全員に対してお金の部分の聞き取

りを行っています。つまり、初回面談から家計改善支援

事業を利用していることになります。もちろん相談者に

よっては、面談を重ねていきながらお金の部分の聞き取

りを行うこともあります。相談者やその世帯を尊重しな

がら、家計面を含む生活全体の状態を確認していきなが

ら、相談者とともに具体的に課題解決に向けた方策を練

ることになります。家計改善支援事業を利用しお金の見

える化をすることで、例えば漠然と月収 20 万円必要だ

と言っていた相談者が、実は月収 10 万円以上あれば家

計は回ることが分かり仕事の選択肢が増えたケースも

あります。 

③  ３事業の一体的な取り組み 

中間市では、これらの任意事業を 2015 年度から実施

しています。上記では常勤４人という手厚い人員配置体

制を挙げましたが、その一方で常勤４人配置でも足りな

いとも感じています。多くの自治体では例えば、４人の

支援員を配置する場合、自立相談支援事業に２人、就労

準備支援事業に１人、家計改善支援事業に１人といった

ような各事業それぞれ専任の人員配置がなされている

と思いますが、中間市ではそれぞれの事業に特化した縦

割り専任の人員配置をしていません。常勤４人の支援員

に最大限に力が発揮できる方法を考えました。つまり、

生活困窮者自立支援制度内の事業・支援員にも横ぐし発

想を用いました。もちろん、全事業を１つの法人が委託

を受けていることでできることではありますが、支援員

が全事業を把握し担当しあうことで、制度の理解が進み、

支援の幅や利用も広がります。相談者の抱える課題は、

病気・障がい、仕事、介護、子育て、借金など複合的で

複雑に絡み合っています。全支援員で関わり合うことで、

複合的な課題を引き出し、任意事業を積極的に利用する

ことができます。また、就労準備支援事業、自立相談支

援事業が一体的に就労定着後のフォローアップも行う 

ことも可能ですし、実際の事例では、家計面からひきこ

もり状態の息子が同居していることがわかり就労準備

支援事業の利用に繋がったケースもあります。自立相談

支援事業のみの関わりだけでは限界もありますが、この

ように、出口部分にもなる就労準備支援事業と家計改善

支援事業を併せて実施することのメリットは大きいと

感じています。 

（市民生活相談センター外観） 

 
おわりに 

生活困窮者自立支援制度が施行され、中間市で困窮し・

孤立していた相談者たちの実態が見える化されたこと、

縦割りの制度を横断的に駆使する役割の制度ができ、伴

走する存在が制度としてできたことは大きな効果があ

るといえます。中間市においては、「対個人」の部分につ

いては、この３年半の取り組みのなかでスキームも出来

上がってきたといえます。その一方で、「対社会（地域）」

の部分については、相談者の発見の仕組みや、相談者を

支えるチーム作り、就労準備支援事業の就労体験先企業

の開拓、民生・児童委員や自治会・近隣住民を活用した

見守り体制作りなど、出会った一事例一事例を積み重ね

ていきながら構築している途上です。もちろん、相談者

との出会いから個別的に地域の中で必要なものを創り

出すことを続けながらも、今後はさらに俯瞰的な視点で

総合的な支援体制構築や地域共生社会へと繋がるよう

な取り組みが必要であると強く感じています。 

                                                                                                      

中間市公式マスコットキャラクター

「なかっぱ」 



 

 

 

 

 

資料等の名称 主な内容等 

自治体短信掲載自治体（自立相談支援機関）等の紹介 New！ 

神奈川県藤沢市 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/ 

福岡県中間市 http://www.city.nakama.lg.jp/ 

生活困窮者自立支援制度支援状況調査の結果 

（平成３０年８月、9 月分をホームページに掲載）New！ 

生活困窮者自立支援制度支援状況

調査の結果について 

・厚生労働省ホームページ（政策について > 分野別政策一覧 > 福祉・介護 > 生

活保護・福祉一般 > 生活困窮者自立支援制度 > 生活困窮者自立支援制度支援

状況調査の結果について）に毎月の調査結果を掲載 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000092189.html 

認定就労訓練事業所の認定状況調査の結果（平成３０年度上半期分をホームページに掲載）New！ 

認定就労訓練事業所の認定状況 

・厚生労働省ホームページ（政策について > 分野別政策一覧 > 福祉・介護 > 生活

保護・福祉一般 > 生活困窮者自立支援制度 > 自治体担当者の方へ > 認定就労

訓練事業所の認定状況） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096460.html 

生活困窮者自立支援制度ニュースレター（過去の発行分をホームページに掲載しています！）  

生活困窮者自立支援制度ニュ

ースレター 

・厚生労働省ホームページ（政策について > 分野別政策一覧 > 福祉・介護 > 生活

保護・福祉一般 > 生活困窮者自立支援制度 > 自治体担当者の方へ > 生活困窮

者自立支援制度ニュースレター） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 0000059401.html  

本号で紹介した資料等について 

（編集後記）  今号では、支援員ネットワークの取り組みとして北海道道央圏生活困窮者自立支援事業

担当者情報交換会、3 事業一体的実施の取組として神奈川県藤沢市と福岡県中間市のいまを掲

載しました。支援者のみなさんにおかれては、地元にネットワークがあればもちろんのこ

と、研修や説明会等で支援員等が集まる機会に、同じ仕事をしている仲間と情報交換や悩み

を共有することで、市域を越えたつながりをぜひ持っていただきたいと思います。新しい年

を迎え、気持ちも新たに生活困窮者支援に取り組んでください。（ひ） 

（お知らせ） 今般、厚生労働省政策統括官付政策評価官室アフターサービス推進室により、「自立

に向けて、踏み出す力を育む支援－生活困窮者自立支援制度に関する調査」として３自

治体（東京都大田区、京都府八幡市、沖縄県）の生活困窮者自立支援事業の取り組みに

関する報告書※が取りまとめられましたので、情報提供します。 

※（報告書ＵＲＬ）http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-2018.12.07.html 


